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11判例研究 ll

民事判例研究(1 ) 

瀬川信久

相続債務がある場合の遺留分侵害額の算定方法

最高裁平成8年11月26日第3小法廷判決民集50巻10号2747頁、家月49巻34

頁、判時1592号66頁、判タ931号175頁、金判1014号18頁

[事実]

Aが死亡し、 Aの先妻の娘Yとその夫B (Aの養子)、 Aの後妻Xj、Aと

Xjの間の子X2X3が相続した。ところで、 Aは亡くなる 8日前に、公正証書遺

言により、@土地30筆と@主たる建物1棟とその附属建物10棟(未登記)など

の全てをYへ遺贈していたので、 Yは、①のうちの 6筆につき相続を理由に自

己名義に移し、@の建物については自己名義で保存登記をした。これに対し

Xjらは、遺留分減殺の意思表示をし、@の土地と@の建物につき、遺留分減

殺による持分 (X1は1/4、X2X3は各1/16)の確認を求め、さらに、 Y名義に

登記された上記土地6筆と建物11棟については同じ持分の移転登記手続を求め

た。争点が審級によって移動しているので、以下では、現れた順に(lX2X3)の番

号を付ける。

1審で、 Yは、 (l)Yがの約8300万円の相続債務、の'約260万円の葬儀費用、

@約2億6000万円の相続税を支払ったこと、 Xjが遺産から@預金の解約金約

1600万円と乗用車を取得していることを主張した。これに対しXjらは、 Yが

@土地2筆(のとは別)を、 X1らからの遺留分減殺の後に約3億9970万円で
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民事判例研究(1)

売却したので、遺留分侵害による損害賠償請求権をもってむの'@.l@)の債務と

相殺すること、および、相続財産にはこのほかに、①普通預金350万余円、預

託金3500万円、土地売却代金債権3500万円があることから、のの'@)@の財産

に関する事実はx，らの遺留分減殺の結果に影響しないと主張した。裁判所は、
@-①の相続財産の存在と額を認め、の'@)は遺留分減殺においては考慮の対

象にならないとしたうえで、の@の財産に関してYがx，らに有する請求額は、
@に関してx，らがYに有する賠償請求額を超えないとして、 x，らの請求を認
容した。

Yは控訴し、新たな抗弁として、 (2)遺留分減殺による相続分は全遺産に対す

る抽象的な相続分だから、個々の不動産の具体的な共有持分権を前提とする

x，らの請求は認められないと主張した。裁判所は、(1)については、の'の葬儀
費用は遺留分の算定上控除するが、@の相続税は控除すべきでないとしたうえ

で、 Yらの求償権(のの'の約8560万円xx，らの法定遺留分率3/8=約3210万

円)はx，らの損害賠償請求権 (8の3億9970円x3/8=約l億5000万円)との

相殺により消滅したから、相続債務等は遺留分算定上控除すべきでないとし、

(2)については、(i;@の遺婚を包括遺贈と解した上で、遺留分減殺により遺産共

有関係が成立するから、遺留分権利者は、遺産分割の前であっても遺留分侵害

の割合による持分の移転登記を請求できるとした。

Yから上告し、上告理由の中で、 (2)の主張に加えて、 (3)遺留分を確定するた

めには相続債務の確定が必要だ、と主張した。

X， A 、、 | 先妻

1/2 死亡 | 

1/4 I~ 養子縁組
Xz X3 Y 一一~B

1/8 1/8 1/8 1/8 

1/16 1/16 1/16 1/16 

上段は相続分

下段は遺留分

:(1)土地28筆@建物11棟 価額不明(p億円)…・・・被相続人AがYへ包括遺贈

lの相続債務 0.83億円 …...yが弁済

lの'葬儀費用 0.03億円 …・・・Yが弁済

I@相続税 2.6億円 ......yが納税

:@預金解約金等 0.2億円 …，"X1が取得

;8不動産(土地2筆)売却代金 4億円 …・・・Yが取得

l①普通預金等相続債権 O. 7億円 …..yが取得
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判例研究

[判旨] 破棄差戻

(2)の上告理由ついては、次のように述べて斥けた。「遺言者の財産全部の包

括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰

属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないもので

あって(最高裁平成3年(オ)第1772号同平成8年l月26日第2小法廷判決・民集

50巻 I号132頁)、前記事実関係の下では、 X1らは、 Yに対し、遺留分j成殺請

求権の行使により帰属した持分の確認及び右持分に基づき所有権一部移転登記

手続を求めることができる。J
しかし、 (3)の上告理由はこれを容れ、原判決を破棄して差し戻した。まず、

na)被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の額は、民法

1029条、 1030条、 1044条に従って、被相続人が相続開始の時に有していた財産

全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、@その中から債務の全額を控除

して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに同法1028条所定の遺留分

の割合を乗じ、複数の遺留分権利者がいる場合は更に遺留分権利者それぞれの

法定相続分の割合を乗じ、遺留分権利者がいわゆる特別受益権を得ているとき

はその価額を控除して算定すべきものであり、遺留分の侵害額は、このように

して算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産がある場

合はその額を控除し、。同人が負担すべき相続債務がある場合はその額を加算

して算定するものである。 (b)X1らは、遺留分減殺請求権を行使したことによ

り、本件不動産 lないし29[(j)@の土地建物〕につき、右の方法により算定さ

れた遺留分の侵害額を減殺の対象であるAの全相続財産の相続開始時の価額の

総和で除して得た割合の持分を当然に取得したものである。この遺留分算定の

方法は、 (c)相続開始後にYが相続債務を単独で弁済し、これを消滅させたとし

ても、また、 (d)これにより YがX1らに対して有するに至った求償権と Xlらが

Yに対して有する損害賠償請求権とを相殺した結果、右求償権が全部消滅した

としても、変わるものではない。J((aXbXcXd)、@のは引用者による)。

「そうすると、本件では相続債務は遺留分額を算定する上で無視することが

できるとし、負担すべき相続債務の有無、範聞並びに相続財産の範囲及びその

相続開始時の価格を確定することなく、 Xらは本件各不動産につき本件の遺留

分の割合である 2分の lに各自の法定相続分のそれを乗じて得た割合の持分を

取得したとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法

が判断の結論に影響を及ぼすことは明らかである。その趣旨をいう論旨は理由
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があり、その余の点を判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、

右の点につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すことにする。J

[評釈]

l はじめに

近年、遺留分減殺請求事件が増加し、遺留分減殺に関する最高裁判決が続い

ている(1)が、本判決はその中の 1つである。その内容は、遺留分減殺により

取得した共有関係の性質に関する部分(判旨(2)) と、相続債務があるときの遺

留分減殺額の算定方法に関する部分(判旨(3)) とに分けられる。

判旨(2)の問題の意味は、遺留分権利者が遺留分減殺によって取得した共有関

係を、相続財産と考えるときには、その共有関係の解消が家裁の審判事項にな

るのに対し、相続財産でないと考えるときには地裁の訴訟事項になる点にある。

しかし、本件のように、遺留分権者からの、遺留分割合による持分移転登記手

続や、処分された財産に対する遺留分額相当の損害賠償請求は、遺留分減殺に

より取り戻した財産の共有関係を、相続財産と考えないときは勿論であるが、

相続財産と考えるときでも認めることができるから、敢えてこの問題に答える

必要はない。しかし、本判決と同年の最判平8・1・26(第2小法廷)は、本

件と同様に包括遺贈に対し減殺請求権を行使した遺留分権利者が持分移転登記

手続と損害賠償を請求した事件で、遺留分権利者が回復した権利は相続財産で

ないとしていたので、第3小法廷の本判決はそれを引用して同じ判断を示した

ものである。既存の判例を確認したものに過ぎないので、本評釈では立ち入ら

ない (2)。以下では、判旨(3)のみを取り上げる(以下では、 (a)-(d)の判旨(3)を

「判旨Jと呼ぶ)。

2 遺留分減殺額算定の基本

判旨は、遺留分侵害額の算定方式に関する(a)と、それを本件に適用した結果

に関する(b)と、 (a)の算定方式の適用場合に関する(cXd)に分けることができる。

まず、 (a)は、当然の判断と受けとめられている(後述)が、相続債務がある

場合の遺留分侵害額の算定に関する初めての最高裁判決である (3)。また、こ

の算定方式は、これまでも下級審の裁判実務が前提としていたかと思われるが

明言する判決例はみあたらない。裁判例がなかったのは、そもそも遺留分減殺

請求事件が少なかったは)うえに、減殺請求事件では侵害額を厳密に算定せず、
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相続債務を無視していたからかと思われる。例えば、次のように言われる。「遺

留分減殺請求事件の実務では、当事者……が遺留分ないし右遺留分を侵害する

限度の額についての諸々の算定要素のうち有意の額でないものについてはこと

さらこれを弁論に提出しない故もあって、遺留分減殺請求権行使の効果として

は、概ね、当該遺留分権利者は減殺した被相続人の処分の目的財産上に、単に

民法1028条所定の遺留分割合に自己の法定相続分割合を乗じて得た割合数字に

よる共有持分を取得したものとする扱いをすることが多いJ(5)。もしそうであ

れば、本判決はこのような実務慣行を叱責し正した意味をもつことになる。こ

のことに留意しながら、判旨を分析してみよう。

まず、 (a)の判旨自体は正しい。本判決の諸評釈もすべてこれを支持してい

る(6)。蛇足になるが、説明すればこうである。遺留分とは、被相続人の財産

処分に抗して、相続財産の一定割合(遺留分額)を相続人に確保する制度であ

る。したがって、各遺留分権者の遺留分侵害額一一それは各人が減殺できる

額であるーーは、その者に確保さるべき遺留分額からその者が相続により実

際に取得した額を差し51いた額である(各人の減殺額=各人の遺留分額(A)一各

人の相続取得額(B))。ここでAは、「遺留分額算定の基礎となる相続財産額(α)

×その者の遺留分率」であり、この αは、「相続される積極財産額+贈与額」

である。他方、 Bについては、遺留分権者が受けた特別受益を加算しなければ

ならない。相続債務がない場合は以上でよい。相続債務がある場合には、 aに

ついて相続債務の総額を控除しなければならない。他方でBについては、相続

債務のうち可分債務は法定相続分に応じて各相続人が債務者となるから、その

負担額を控除しなければならない。以上をまとめると、本判決の言うように「減

殺額=(相続される積極財産額+贈与額 相続債務総額)xその者の遺留分率

ーその者の特別受益額一相続取得額+負担する相続債務額jとなる(7)。

3 最高裁と原審の解決方式の関係

このように侵害額算定に関する判旨(a)は正しい。しかし、これが正しいこと

は原審判決が誤りであることを意味しない。というのは、原判決の意図を付度

すると、原判決が求償請求権と損害賠償請求権を相殺したのは、実質的には、

判旨(a)の下線部分のが説く負担債務の加算と同じ作業であり、原審の解決は、

(a)の方式の1つの応用だからである。そして、そうであれば、原判決の解決も

最高裁判決の解決と並ぶ解決方式として是認すべきだったことになる。このこ
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とを、本件のXjからの遺留分減殺を例に具体的に見てみよう。

簡略化のために、 (j)@の不動産を p億円、のの相続債務を0.83億円、の'葬

儀費用を0.03億円、@相続税を2.6億円、@の預金解約金等を0.2億円、@売却

不動産価額を 4億円、①相続債権をO.7億円と概数化する。このほか、本件で

は包括遺贈がなされており、包括遺贈の場合は相続債務は全部Yが負担しXj

は相続債務を負担しないと考える(原審・最高裁と同じ)。また、相続税につ

いては、相続財産総額に課される相続税総額を、各相続人が、遺留分減殺を含

む遺産処理の結果として取得する財産額に応じて負担するから、遺留分額の算

定では控除しないことにする。これに対し、葬儀費用は、一般の相続債務と同

じように遺留分額の算定で控除すべきものとする(以上は原審と同じ)。

これらの前提の下で、最高裁の解決方式は次のようにまとめることができる。

①まず、 (a)の算定方式によって、 Xjの遺留分減殺額は次のようになる。

~ ~ ~ ~ ~' 
(p億+0.2億+4億+0.7億一0.86億)X1/4-0億+0億=p X1/4+1.01億円

遺品額 相続取属議債務負担分

②この結果、 Xjは(j)@@8①の各財産に対して、 (pX1/4+1.0l)/(旦土

0.2十4+0.7)の割合で持分を有する(下線部分はGゆ+@+8+①)。

③Yが弁済した@の相続税と、 Xjが取得した@の0.2億円については、この

遺留分減殺の外で清算される。すなわち、@の相続税2.6億円については、上

記の前提によれば、 Xjは、遺留分減殺によって取り戻す財産額の純相続財産

に対する割合 (1/4)で負担する (2.6億円X1/4=0.65億円。丁寧に書けば、

2.6億円X(p X 1/4+ 1) / (p +0.2+4+0.7-0.9) =0. 65億円)。このXjの税

負担分をYが弁済したのだから、 XjはYに対し同額0.65億円の求償債務を負

う。他方、@の0.2億円は、包括遺婚によってYが取得した財産だから、 Xjは

Yに返還義務を負う。

以上の最高裁判決の解決方式によれば、 Xjらの持分割合を算出するために、

CD@の点で@@の不動産を評価し pを確定しなければならない。それをさせる

ために差戻したのである。以上との関係で原判決の解決を位置づけると、次の

ようになる O

④まず、上記①の式を展開すると、 Xjの遺留分減殺額は、

p x 114+0. 2X1l4+坐〈ν4+0.7X1/4-ι86主114-0+ 0 = p x1l4+1.01億円

@のXの損害賠償請求 侠 YのYの求償請求
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となる。これは、 X1のYに対する請求権であるので、これに対応させて、③

のX1のYに対する債務をーで表すと次のようになる。

@相続税納付による求償債務 一2.6億円X1/4=一0.65億円

@預金解約金0.2億円の返還債務 一0.2億円

先に述べたように、 l審でYは、のの'@をYが負担したことと、@をX1ら

が取得したことを主張し、それに対しX1らは@をもって「相殺」すると主張

した。遺留分減殺請求権も求償権も X1らの各人と Yとの聞の2者間の請求権

であるから、「相殺jを認めることに支障はない。しかし、この「相殺Jの際

に注意すべき点が2つある。第 lに、 l審・原審は、遺留分の算定上@の相続

税負担を控除すべきでないことを理由に、相続税納付による補償権をこの「相

殺」の対象から外した。しかし、相続税を控除しないのは、相続税の負担を遺

留分減殺手続の外で清算するからであり、その清算の過程で他の請求権と相殺

することを禁ずるものではない。@の相続税納付によるYの求償権についても

の@とあわせて、 X1の@の損害賠償請求権と「相殺Jすることを認めること

ができる。第2に、 X1らは、@とのの'@:ZDとを「相殺」して残額をゼロにす

ることを主張している。しかし、それでは、 X1の側で消滅するのは4X1/4=1

億円、 Yの側で消滅するのは0.86X 1/4 +0. 65+0. 2= 1. 065億円であるから、

X1に不当に有利である。(ちなみに、この額で「相殺Jすると、 X1の遺留分

減殺額は、 pX 1/4+0. 2x 1/4+0. 7X 114-0+0= p X 114+0. 225億円とな

る。)しかし、「相殺jは、厳密に対等額で行うべきである。そのような相殺を

すると、 X1の遺留分減殺額は、 pX 1/4+0. 2X 1/4+4X 1/4+0. 7x 1/4-0. 86 

X 1/4-0.65-0.2= p X 1/4+0.16億円となる。

これがX1に本来認められる遺留分減殺額であり、X1はこれより少ない額(p

X1I4億円)を遺留分減殺額として請求しているのであるから、それを認める

べきである。

⑤ 一般に遺留分権利者は、減殺の結果、遺贈された積極財産の各々に対し、

|遺留分減殺額/遺贈された積極財産の総額|の割合で持分権を有する。しか

し、本件では、上に述べた「相殺Jによって@eに対する X1の持分は消滅し
ている。さらにX1が①に対する持分を放棄し、遺留分減殺の結果を(])@に集

中させると、(])@に対し、 X1は、遺留分減殺額/@@の価格 (pX1/4)/ 

p =114の持分を持つことになる。
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4 解決方式の違いの意味

以上のように遺留分減殺をその構成要素に分解して考えると、原判決は、基

本的な配分基準については最高裁判決の判旨(a)と同じ考えを採っている。ただ、

原判決は、④の点で、遺留分減殺額の諸項目と相続債務・相続税・その他の求

償請求権との間で両当事者の主張により清算し、それによって遺留分減殺額を

縮減することを認め(一種の処分権主義)、⑤の点で、遺留分減殺による持分

を特定の財産に集中することを認めただけなのである。しかし、その結果、①

@の不動産を評価してpの額を確定することなく、遺留分減殺請求事件を解決

し得ている。そこには、実際の解決の便宜を重んずる現場の智恵をみることが

できるように思われる。

ところで、原判決の解決方式のうち、④の、諸項目と求償債権との「相殺J

による遺留分減殺額の縮減について言えば、最高裁判決もこの「相殺jを禁じ

ているわけではない(判旨の(d))0 r相殺Jするとしても、本来の遺留分減殺額
を厳密に算出した上で「相殺jすることを説いているだけである。しかし、本

来の遺留分減殺額を厳密に算出しようとすれば、本件で言えばw但)の不動産を
評価しなくてよいという[相殺jの利点が大幅に減殺されてしまう。

しかし、他方で、原判決の解決にも問題がある。この解決方式によると、遺

留分減殺額の諸項目と求償権とが「相殺Jされていることや、遺留分減殺によ

り取り戻した持分を一部の財産に集中させたことを、当事者が明確に了解して

いないおそれがあるからである。本件でも、 YはX1らからの「相殺jを争わ

なかったのに、上告理由で遺留分確定のためには相続債務の確定が必要だと主

張したのは、ここでの「相殺」の意味を理解していなかったからとも思われる。

また、 Yが@の相続税を負担したことによる求償権について、原判決は相殺の

対象にしなかったが、 YもX1らも「相殺」することを考えていた。これらの

ために、本件の遺留分減殺訴訟の後で、 Yが相続税負担を理由に求償するのに

対してX1らが拒否したり、 X1らが@6l①の財産に対して遺留分減殺による持

分確認を求めたりして、紛争が再発するおそれがある。紛争の再発を防止する

ためには費用がかかっても遺留分減殺額を厳密に算出すべきであると考えれば、

原判決を破棄した最高裁を支持すべきである。ただ、破棄の理由は差戻審を罵

束するから、「相殺」の範囲や、 @61①に対する持分の消滅や放棄が明らかで

ないことを理由とすべきであったと考える (8)。逆に言えば、「相殺jの範囲

や、①に対する持分の放棄が明らかしたときには、①のように遺留分侵害額の
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算定を厳密に行う必要はないとすべきではなかろうか。

5 包括遺贈の場合の問題

3、4の検討では、本件の遺贈は包括遺贈であり、包括遺婚の場合は相続債

務の全部を受遺者であるYが負担しX1は負担しないということを前提とした。

最高裁だけでなく原審もこれらのことを前提としている。それは、 X1らも Y

も、相続債務の全額をYが負担することを前提としてその主張をしたからであ

る。しかし、これらの前提は必ずしも自明ではない。そして、最高裁の解決方

式によるときには、常にこれらの前提の当否を明らかにしなければならない。

これに対し、原判決の解決方式によるときには、これらの前提の当否を無視す

ることができる。以下では、これらの問題に関する議論を概観することによっ

て、本最高裁判決のように遺留分侵害額の算定を厳密に要求する場合の別の問

題をみておきたい。

まず、本件のAのYに対する遺贈は、 ct@の不動産のほか若干の財産を対象

とする特定遺贈だった可能性はなかったか。本件では、控訴審判決が本件遺贈

を包括遺贈と考え、両当事者は争っていないが、争っていたらどうなったであ

ろうか。公正証書遺言であるから、その文言によって判断することになるが、

どの審級の判決書もそれ引用していないので判断できない。 l審判決が、遺言

の内容を「本件不動産[ct@を指す〕などにつき、・…・・遺言公正証書を作成し、

その〔何を指すかは不明〕全てをYに遺贈した。Jと紹介するにとどまる。し

かし、 4億円近くの不動産@を記載していないことからは、特定遺贈と解する

こともできたように思われる。そして、特定遺贈だとすると、遺贈目的外の積

極財産と相続債務は、相続人が相続分に応じて取得し負担することになる。そ

の結果、相続債務全額を弁済したYはX1らに対しX1らが負担すべき分を求償

することになる。(その場合のX1に対する求償権は、上記3の①に位置づけら

れ、その額はO.86X 1/2億円である。それは、上記3の①のO.86X1/4億円とは

別である。)

次に、包括遺贈だとして、相続債務は誰が負担するのか。この点について、

本最高裁判決は、 X1らが法定相続分に応じて相続債務を負担すると考えてい

るようにもみえる (9)。

一般に相続債務の負担の問題は、債権者に対する対外的な関係と、受遺者・

相続人間の対内的な関係とに分けて考える必要がある。債権者に対する関係に
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ついて言うと、包括遺贈がない普通の場合には、相続債務は積極財産の相続遺

産分割手続から切り離され、法定相続分に従って各相続人が負うとされている。

このように考えるのは、①相続財産ではなくて相続人の財産を相続債務の引当

財産とし、しかも、遺産分割がなされる前に債権者が相続人に相続債権を請求

できるようにし、他方で、②積極の相続財産が無資力の者に遺産分割されるの

に対しては、財産分離・債権者取消権で対処すればよいと考えるからであろう。

同じように考えれば、包括遺贈があっても、債権者との関係では、相続債務は

法定相続分に従い各相続人が負うべきことになる(JO)。しかし、本件での問題

は、包括受遺者と相続人の聞での相続債務の負担である。この内部的帰属の問

題の答えは、 I包括受遺者が相続債務を全額負担するか、 H法定相続分に従い

各相続人が負担するかであろうが、結局は、遺婚の意思解釈の問題である。し

たがって、遺贈の趣旨が明らかであればそれによるべきである。それが明らか

でなければ、 I包括受遺者が単独で相続債務を負担すると解するべきであろう。

そうでないと、包括遺贈のゆえに遺産から何も取得しなかった相続人が、しば

らくしてから相続債務を負担していたことに気付くということが多発しかねな

いからである。

以上によれば、特定遺贈か包括遺贈か、包括遺贈の場合に相続債務を誰が負

担すると考えるかによって、減殺請求する相続人の負担する債務額が異なる。

このことは、 3、4で検討した問題における最高裁の解決方式のコストを大き

くする。少し敷桁しよう。

包括遺贈があった場合に相続債務を内部的に包括受遺者と法定相続人のいず

れが負担するかは、これらの者が相続によって取得したり負担する財産額に大

きく影響する。しかし、遺留分減殺請求権が行使されるときには、いずれが負

担しようと法定相続人の最終的な取得額は変わらない。法定相続人の遺留分減

殺額はその法定相続人が負担する相続債務額を考慮して算定されるからである。

すなわち、最高裁も原審も基礎にしている(a)の考え方によると、法定相続人が

相続債務を負うときには、法定相続人の遺留分減殺額はその分だけ増加するが、

他方で、相続債務または求償債務(包括受遺者が相続債務を弁済したとき)を

負担するからである。本件の場合でいえばこうである。 X]の遺留分減殺額は、

相続債務を包括受遺者Yが負担するときは、 3の①の式のようになるが、相続

債務を相続人が法定相続分で負担するときは、次のようになる。

作目指+4億+0.7億 O剖附附億船)Xlν川/
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= p x1/4+1.44億円(①と比べて、下線部分だけ増加する。)

しかし、このとき、 X1は、この遺留分減殺の訴訟とは別に、 0.86億円X1l2の

相続債務を負う。そして、 YがX1の0.86億円x1l2の債務を弁済しているから、

X1はYに同額の求償債務を負う。このように、 X1が遺留分減殺と求償の弁済

によって最終的に取得する額は、相続債務を誰が負担するかでは変わらない。

ここで、原判決の解決方式により「相殺jするときには、法定相続人が相続

債務を負担しでもしなくても、遺留分減殺額は変わらない。したがって、相続

債務の負担者を決定するという無駄な労力を省くことができる。これに対し、

最高裁の解決方式によるときは、遺留分減殺額と求償債務とを「相殺」するこ

とはできるけれども、その前に本来の遺留分減殺額を算出しなければならない。

法定相続人が相続債務を負担する場合には必ずその分だけ本来の遺留分減殺額

が増加するので、この場合には、相続債務を包括受遺者と法定相続人のいずれ

が相続するのかを明らかにしなければならない。上に述べたように、特定遺贈

か包括遺贈かが暖味な場合があること、包括遺贈の場合の相続債務の負担につ

いて明確な基準がないことを考えると、本判決が常に遺留分減殺額の厳格な算

出を要求したことには、やはり疑問が残るのである O
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(1)高木多喜男「遺留分に関する最近の最高裁判決について」法学教室218

号35頁。

(2 )この問題については、最判平成8・1・26に関する諸研究・解説(大坪

Ji.法曹時報51巻3号117頁など)を参照。

(3 )ただし、本判決と同じ第三小法廷による未公表の最判平6・7. 19があ

る(内田恒久「遺留分の構成等について一一ことに被相続人が相続開始

時に債務を有していた場合一一j公証法学27号41頁以下に掲載)。

(4 )その理由については、高木多喜男・前出注(1)35頁。

~[:rま53(2 ・ 284)536



民事判例研究(1)

(5 )内田・前出注 (3)45頁。そのほか、橘勝治「相続債務と公正証書J公
証113号53頁は、「従来の遺留分減殺請求訴訟等の実務においては、遺留分

額から滅殺請求額を算出する過程において相続債務額を考慮の外に置いて

いる例があるように見受けられる。これは、遺産分割の審判が相続債務の

存否や内容と無関係に行われるところから、遺産分割の実務一般において

相続債務に関心が向かないことにその一因があるように思われる。jとい

つ。

(6 )ただし、伊藤・後掲判例批評209-210頁は、「第3小法廷は、原審が

1029条を適用しなかったことを違法として原判決を破棄したわけであり、

当然といえば当然の判断である。」としながら、「しかし、首尾よく上告

が認められたY側も、こういうかたちで原判決が破棄されることを望ん

でいたわけで、はなかった。Jr今回破棄された原判決に関与した裁判官は
もちろん、上告の認容を喜ぶ立場のY側訴訟代理人も、本判決の結論を

必ずしも歓迎しないのではないかと思う。」と述べ、最高裁判決に対する

原審裁判官やY側の不満の原因として、①職権探知主義のゆえに証拠薄

弱な主張を無視できないという面倒をこれまでは家裁に押し付けていた

が、本判決によるとその面倒を訴訟手続が引き受けなければならないこ

と、②遺留分減殺と遺産分割を別の手続とする二元性、②共有の性質の

二者択 論、という 3点をあげられる。これらのうち、遺留分減殺にお

いて相続債務を考慮することに対する原審裁判官やYの不満は、①のみ

であろう。そして厳密に言えば、それは、職権探知主義のゆえの面倒で

はなくて、処分権主義の制限による不自由であるように思われる(本文

に後述する)。

(7)判例によると、給付が可分である場合は、債務は相続開始と同時に法定

相続分に応じた分割債務となるから以上のようになる。これに対し、給付

が不可分の債務は、相続分を負担部分とする不可分債務となる。この場合

に、最終的な負担部分を負うことを理由に、可分債務の場合と同じように、

負担部分の額を遺留分減殺額に加算することには賛成できない。不可分債

務であるから他の相続人が弁済し、当該相続人が最終的に負担しない可能

性があるからである。給付が不可分の債務の場合は、債務弁済による求償

の手続で処理し、負担部分額を遺留分減殺額に加算すべきないと考える。

( 8 )結論が変わる可能性がなければ上訴を棄却すべきだから(民訴302条2

項、 313条)、当事者が、「相殺」の範囲や、①に対する持分の放棄を明確

に認識していないことだけでは破棄理由にならない、判決の理由が不当

でも結論が正当であれば原判決を取消すことはできないようにも思われ

る。しかし、紛争の再発防止という点は破棄理由にしてよいのではない

だろうか。なお、本件ではこのほかに、原審が@の相続税負担による Y
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の求償権を否定したことも破棄の理由になりうる。

(9 )佐藤義彦82頁以下は、本判決の判旨が、 (a)で、わざわざ下線部分のを述

べ (X1らが相続債務を負担しないのであればこの必要はない)、 (d)で、 Y
が相続債務を弁済した場合にX1らに求償権を有すると考えていることと、
前掲最判平成8年1月26日の「包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々

的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その

限りで特定遺贈とその性質を異にするものではない」という判旨とから、

最高裁は、包括遺贈の場合に各相続人が法定相続分に応じて相続債務を負

担すると考えているのでないかと付度する。

(10)梅謙次郎・民法要義巻之五266頁、 341頁は、現行規定964条、 990条の説

明の中で、債権者との関係で包括受遺者が相続債務を負い、相続人は負わ

ないとしていた(佐藤義彦「包括受遺者の債務継承について」同志社法学

49巻6号13頁、 16頁参照)が、近時、包括遺贈があっても相続債務につい

ては相続人が不可分的責任を負うべきだとの主張がある(泉久雄「遺産債

務分割契約j契約法体系羽283頁、同・後掲判例研究92頁)。
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